
　令和７年度熊本市の植木中央土地区画整理事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ245,401千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

熊 本 市 長 大 西 一 史

議 第 10 号

令 和 7 年 2 月 17 日 提 出

令和７年度熊本市植木中央土地区画整理事業会計予算

-67-



第　１　表    歳 入 歳 出 予 算

 5  使用料及び手数料 2

    2

20  繰 入 金 245,031

    245,031

40  諸 収 入 368

    368

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

              歳　　　　　入 245,401  合　　　　　計

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10 一般会計繰入金

 

10 雑    入

 

   

   

   

   

   

   

10 使 用 料

歳　　　　　　　　入

（単位：千円）

款 項 金　　　　額
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10  土地区画整理費 5,660

    5,660

20  公 債 費 239,741

    239,741

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

              歳　　　　　出 245,401  合　　　　　計

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10 公 債 費

 

   

   

   

   

   

   

   

   

10 土地区画整理費

歳　　　　　　　　出

（単位：千円）

款 項 金　　　　額
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